
a本福祉大学と三河べイフ、圷ボールクラブ株式会社との相互逹携に関する協定書

a本福祉大学(以下甲という)と三河べイフットボールクラプ株式会社(以

下しという。)は、そ乳ぞ乳の取組を生かし、相互の発展と地域社会の活性化に

寄与することを目的とした相互逹桷協定を締結する

目的)

第 1条本協定は、スホーツ振興の取組を通して、甲しの資源や機能等の活用を図り

ながら、逹抵協力することにより、相互の発展と地域社会の活性化に寄与すること

を目的とする

速携恊力事項)

第 2条前条の規定に基づき、逹務する事項は、次のとおりとする

1 甲及びしの資源を活用した研究・教育・事業の発展及ひ人材育成

2)甲及びしの協力1、よる地域のスホーノ根興及び地域社会の活性化

3)その他、甲及びしの双方が殿要と認めたこと

連扱恊議)

第 3条甲及びしは、

逹経調整を行う。

(経捌

第4条第 2条各号に掲げる連携協力事項の実施に伴う経費の負担にっいては、甲し

の恊議により定める

2 前項の規定にかかわらす、甲し間て締鯰した委託契約に関する事業の経費にっい

ては、別に定める

そ乳ぞれ逹携窓口を設置し、逹構事項を実施するために陸要な

(恊定期間)

第 5条本恊定の有効期間は、本協定締結の a から令和 7年3月3 1日まてとする

たたし、本協定の有効期間満了日の 1ケ月前まてに、甲又はしのいず乳からも改廃

の申し入粧がないときは、さらに 1年間更新するものとし、その後も同様とする

(その他)

第6条本協定に定める事項に関する細目にっいては、別途甲し協議の上定める

2 本協定に定める事項にっいて疑義が生じた場合及び本恊定に定めのない事項1

いては、甲しが誠意をもって協議の上定める

本協定締結の証として、本協定書2通を作成し、甲しそ乳ぞ乳 1通を保有する
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